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豊川市密集市街地ブロック塀等撤去・改修事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、災害時におけるブロック塀等の倒壊による被害を防止し、

安心・安全なまちづくりを推進するため、倒壊の危険性のあるブロック塀等

を撤去又は改修する者に対し、予算の範囲内において豊川市密集市街地ブロ

ック塀等撤去・改修事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付するもの

とし、その交付に関しては、豊川市補助金等に関する規則（平成５年豊川市

規則第４９号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

⑴ 道路 道路法（昭和２７年法律第１８０号）に規定する道路及び一般の

用に供している不特定の者が通行する道路をいう。 

⑵ ブロック塀等 ブロック塀、石塀、レンガ塀その他これらに類する塀及

び門柱で地盤からの高さが１メートル以上のもの（国、他の地方公共団体、

公団、公社、事業団体等が所有し、又は管理するものを除く。）をいう。 

⑶ 計画区域 牛久保防災まちづくり地区計画（令和２年１月３１日告示）

の計画区域をいう。 

⑷ 撤去事業 既設のブロック塀等を撤去する工事をいう。 

⑸ 改修事業 既設のブロック塀等をブロック塀等以外の塀、生垣等へ改修

する工事（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第２項に規

定する道路内に設置するものを除く。）をいう。 

（補助の対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、計画

区域内の道路又は避難地（豊川市地域防災計画に定める避難地をいう。）に面

しているブロック塀等の撤去事業又は改修事業とする。 

２ 前項に定めるもののほか、計画区域内における避難経路の確保及び車両の

通行の確保のため、市長が特に必要と認めたブロック塀等の撤去事業又は改
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修事業も対象とする。 

３ 改修事業は、地区計画において定められたかき又はさくの構造に適合した

ものでなければならない。 

（補助の対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者は、補助事業に係るブロック塀等を所有

する者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、同一のブロック塀等について、市の他の助成金、

補助金等を受給し、又は受給しようとする者は補助金の交付の対象としない。 

（補助金の交付額） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとす

る。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助

事業を実施する３０日前までに、豊川市密集市街地ブロック塀等撤去・改修

事業費補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に

提出しなければならない。 

⑴ ブロック塀等の位置図（原則として縮尺２，５００分の１以上の地図） 

⑵ 施工前の写真及び配置図 

⑶ 施工に係る見積書の写し 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、豊川市密集市街地ブロ

ック塀等撤去・改修事業費補助金交付決定通知書（様式第２号）により、申

請者に通知するものとする。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定による決定に条件を付す

ことができる。 

 （補助事業の変更） 

第８条 前条第１項の通知を受けた申請者（以下「補助事業者」という。）は、

補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ豊川市密集市街地ブ
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ロック塀等撤去・改修事業費補助金変更交付申請書（様式第３号）に関係書

類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（補助事業の変更の承認） 

第９条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

適当であると認めたときは、豊川市密集市街地ブロック塀等撤去・改修事業

費補助金変更交付決定通知書（様式第４号）により、補助事業者に通知する

ものとする。 

 （交付申請の取下げ） 

第１０条 補助事業者は、補助金の交付申請を取下げようとするときは、豊川

市密集市街地ブロック塀等撤去・改修事業費補助金交付申請取下届（様式第

５号）を市長に提出しなければならない。 

（実績報告及び検査） 

第１１条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、豊川市密集市街地ブロ

ック塀等撤去・改修事業費補助金実績報告書（様式第６号）に次に掲げる書

類を添えて市長に提出し、市長の検査を受けなければならない。 

⑴ 事業の完了を確認できる写真 

⑵ 施工業者の領収書の写し 

⑶ 契約書等の写し 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の報告書は、第７条の規定による交付決定のあった日の属する年度の

２月末日までに提出しなければならない。 

（補助金の確定） 

第１２条 市長は、前条第１項の報告書が提出されたときは、速やかに内容を

審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、豊川市密集市街

地ブロック塀等撤去・改修事業費補助金確定通知書（様式第７号）により、

補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１３条 前条の通知を受けた補助事業者は、当該通知書を受領した日から 

１４日以内に豊川市密集市街地ブロック塀等撤去・改修事業費補助金請求書

（様式第８号）を市長に提出しなければならない。 
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 （補助金の交付） 

第１４条 市長は、前条の請求書が提出されたときは、当該請求書を受領した

日から３０日以内に補助事業者に対し補助金を交付するものとする。 

 （交付の決定の取消し） 

第１５条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、補助金の交付の決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部の返還

を命ずることができる。 

 ⑴ 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受け

たとき。 

 ⑵ 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

 ⑶ 交付の決定の内容及び交付に付した条件に違反したとき。 

 ⑷ この要綱の規定に違反したとき、その他市長が不適当と認めたとき。 

（帳簿等の備付） 

第１６条 補助事業者は、補助事業に係る収入、支出に関する帳簿及び証拠書

類その他実施の経過を明らかにする必要な書類を備えて、補助事業の完了後

５年間保存しなければならない。 

（雑則） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年１月３１日から施行する。 
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別表（第５条関係） 

補助事業の区分 補助対象経費 補助金の額 

撤去事業 ブロック塀等の撤去工

事に要する費用のうち、

市長が認める経費 

１敷地ごとに、補助対象経費の

１０分の８の額と、撤去するブ

ロック塀等の延長に１メート

ル当たり１０，０００円を乗じ

た額のいずれか少ない額（ただ

し、上限額２００，０００円と

する。） 

改修事業 ブロック塀等の改修に

伴う設置工事に要する

費用のうち、市長が認め

る経費 

１敷地ごとに、補助対象経費の

１０分の８の額と、改修するブ

ロック塀等の延長に１メート

ル当たり３０，０００円を乗じ

た額のいずれか少ない額（ただ

し、上限額６００，０００円と

する。） 

 備考  

  １ 撤去事業と改修事業を併せて行う場合の補助金の額は、各事業の補助

金額の合計額とする。 

  ２ 補助金の額（撤去事業と改修事業を併せて行う場合は、合計額）に  

１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

 


